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    岸壁等の築造工事に使用する吸出防止材の選定について（通知）

　このことについて、平成10年10月22日付事務連絡で運輸省第三港湾建設局工事課長より通知があり、今
後、岸壁等の裏埋めの吸出防止用の防砂シートについては、下記の材質・規格を標準として選定を行ってく
ださい。

記

１．岸壁の裏理めの吸出防止用に使用される防砂シートの材質・規格は、次表を標準とする。

２．施工条件等により上記により難い場合は、別途考慮するものとする。

                                                       事  務  連  絡
                                                       平成10年10月22日

鳥取県土木部
　　港湾　課長　　殿

     第三港湾建設局
　工事課長

    岸壁等の築造工事に使用する吸出防止材の選定について

岸壁等の裏埋めの吸出防止用に使用される防砂シートの選定については、各港湾管理者等において独自に取
り扱ってきているところである。
　今般、最近における使用実績を考慮して、下記のとおり、材質、規格についての基本的な考え方か整理さ
れましたので、今後はこれによられたい。
　なお、貴管内の市町村が管理する地方港湾の港湾管理者及び海岸管理者には貴職よりこの旨周知方取り計
らい願います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

１．岸壁等の裏埋めの吸出防止用に使用される防砂シートの材質・規格は、次表を標準とする。

      
２．施工条件等により上記により難い場合は、別途考慮するものとする。


